
運転資金・設備資金

証書貸付 10年以内(1年以内で据置可）
当座貸越 2年以内

※審査の結果、ご希望に添いかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※詳細についてはお近くの店舗又は融資部事業サポート課までお問い合わせください。

※以下に該当する場合は金利を優遇します
①担保提供・信用保証協会を利用する場合、最大年▲1.000％
②富士市地域産業支援センター、各商工会議所等、東海税理士会各支部、
TKC全国会会員税理士からの紹介の場合は年▲0.500％

お使いみち

ふじしん 創業・新事業等展開
サポートローン

Advance アドバンス

ご融資期間

融資利率 金庫所定の金利（変動金利）

保証人 法人：代表者

個人事業者：事業に従事している配偶者又は共同で
事業に参画する方

担保 原則無担保 ただし、金庫所定の審査により決定。

500万円以上の場合、若しくは土地・建物を取得する場合は必要となります（保証協会付を除く）。

富士信用金庫は、富士市地域産業支援センター、各商工会議所等、東海税理士会
各支部、TKC全国会会員税理士と一緒になってあなたの夢を応援します。

手数料 創業計画策定のサポートが必要な場合、11,000円（税込）
ただし、富士市地域産業支援センター、各商工会議所等、東海税理士会各支部、
TKC全国会会員税理士からの紹介の場合は無料

〒417-8686 静岡県富士市青島町212番地
TEL （0545）53-4596
富士信用金庫 融資部 事業サポート課

当金庫ホームページはこちら
https://fuji-shinkin.jp

融資金額
最高

1,000万円

条件変更又は繰上返済をされる場合は、ホームページおよび店頭掲示その他の適切な方法により
お知らせした手数料がかかります。
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融資対象者

1．富士信用金庫の営業エリア内にお住まいの方、若しくは事業を営まれる方
2．新たに創業を計画又は新事業進出等を計画している事業者（予定者含む）で、

原則6か月以内に開業できる方、又は創業3年以内の方
3．借入後3年間にわたり「創業計画進捗モニタリング報告書」を徴求し、創業後

フォローアップモニタリングを行うことができる方
4．ふじしんWEB-FBをご契約いただける方
5．ふじしん給与振込をご契約いただける方
6．下記の要件を満たす方

【創業前の方】
次の①②を満たす方
①総事業費の15％以上自己資金があること、又は自宅を所有していること
②事業予定者に税金の滞納がないこと

【創業後の方】
次の①②を満たす方
①事業に必要な許認可を受けていること
②事業者に税金の滞納がないこと

【新事業展開の方】
次の①～③を満たす方
①事業に必要な許認可を受けていること
②事業者に税金の滞納がないこと
③次のいずれかの項目を計画又は着手し、そのための資金が必要な方

ア．新分野展開への進出・事業転換
イ．新たな技術・製品・商品・サービスの開発又は企業化
ウ．情報通信技術の開発又は企業化
エ．環境関連・省エネルギー・リサイクル・防災の技術開発又は企業化
オ．福祉関連の技術開発又は企業化


